
 

１人１台端末の使用に関する留意事項等について 

 

金沢市教育委員会 

 

本市では、文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」に基づき、すべての子どもたち

の資質・能力が一層育まれる教育環境の実現に取り組んでいます。また、必要に応じて１

人１台端末（以下「端末」という。）をご家庭に持ち帰り活用しています。つきましては、

下記について、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

1. 端末の取り扱いについて 

① 端末を児童生徒１人につき１台貸与します。 

② 他人への転貸（また貸し）や転売は禁止です。 

③ 精密機器につき丁寧かつ適正な取扱いをお願いします。端末は付属品を含めて紛

失や故意、重大な過失による故障・破損の場合は、ご家庭の負担で原状回復をお

願いする場合がございます。保証外になる恐れがあるため故障しても自己判断で

修理はしないでください。 

④ 故障、破損、紛失、盗難等の事由が生じた場合は速やかに学校に申し出た上、学

校の指示に従ってください。必要な手続きをお願いする場合があります。 

⑤ 児童生徒のアカウントは本人以外の利用を禁止しています。また、端末について

も、児童生徒以外の利用は禁止です（児童生徒を補助する場合の保護者を除く）。 

⑥ 転出や卒業時は学校からの指示に従い端末を遅滞なく返却してください。 

 

2. 安全に利用するための取組について 

① 学習目的以外の利用はしないでください。 

② 児童生徒がインターネットを安全に利用できるよう、フィルタリングソフトを導

入しており、閲覧履歴は消すことができません。 

③ フィルタリングソフトを回避する操作はしないでください。 

フィルタリングを回避しようとした行為やルールを逸脱した利用、学習目的以外

の利用等、不適切な利用をしないよう、ご家庭でもお声がけをお願いします。必

要に応じて、金沢市が使用状況を確認する場合もあります。 

④ 公序良俗に反することや違法行為、生活リズムを崩すような利用はしないでくだ

さい。 



 

3. オンライン等を活用した学びについて 

① 必要に応じて、端末を持ち帰りオンライン学習等を実施しますので、ご理解ご協

力をお願いします。 

② 端末を家庭で使用する場合には、原則として家庭の Wi-Fi 環境を利用してインタ

ーネット接続します。回線接続の問い合わせは、ご契約の通信事業者に問い合わ

せください。 

③ ご家庭の Wi-Fi環境の利用に伴う通信費等は、ご家庭での負担となります。 

④ インターネット回線がない等、インターネットを利用できないご家庭等において

は、学校にてモバイル Wi-Fi ルーターを貸出しできる場合があります。詳しくは

学校へお問い合わせください。 

⑤ オンライン学習等で使用される著作物の著作権は、授業目的公衆保障金制度を利

用し、特別に使用が許可されているものですので、オンライン学習等の内容（教

員や他の児童生徒の肖像や個人情報を含む）及び配付資料について、録音・録画、

外部への公開（SNSへの投稿等含む）及び提供は禁止です。 

 

4. ご家庭で共有いただきたいポイントについて 

以下のポイントをお子様と共有いただくようお願いします。 

（参考）文部科学省ホームページ「端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00070.html 

（１） 児童生徒が端末を扱う際のルールを確認する 

ご家庭で共有するルールを説明しましょう。 

（例） 

□ 使用時間を守る（21:00～翌5:00は使用不可に設定しています） 

□ 第三者に端末を貸さない 

□ 第三者にアカウント（ID）やパスワードを教えない 

□ 不適切なサイトにアクセスしない（ログ(アクセス記録)が残ります） 

□ アプリケーションの追加／削除、設定の変更は、学校から指示されたこと以外は

しない 

□ 端末を使うときは、落としたりぬらしたりしないよう注意する 

□ 学習に関係のない目的では使用しない 

（２） 健康面への配慮を確認する 

健康面への影響に配慮した使用ができるよう説明しましょう。 

（例） 

□ よい姿勢を保ち、机と椅子の高さを正しく合わせる 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00070.html


□ 目と端末の画面との距離を30cm 以上離す 

□ 長時間にわたって継続して画面を見ないよう、30 分に１回は20 秒以上画面から

目を離して遠くを見るなど、目を休める 

□ 端末を見続ける学習活動が長くならないようにする 

□ 画面の反射や画面への映り込みを防止するため、画面の角度や明るさを調整する 

□ 部屋の明るさに合わせて、端末の画面の明るさを調整する 

（一般的には、夜に使用する際には明るさを下げることが奨励される） 

□ 就寝１時間前からはICT 機器の利用を控える 

□ これらの留意点について、児童生徒が自らの健康について自覚を持って行動でき

るようにする 

（３） 端末・インターネットの特性と個人情報の扱い方を確認する 

自分にとって危険な行動や、他人に迷惑をかける行動をしないよう、端末やインタ

ーネットの特性と個人情報の扱い方を正しく理解できるよう伝えましょう。 

（例） 

□ 本人の許可を得ることなく、写真を撮ったり録画・録音したりしない 

□ 児童生徒が自分や他人の個人情報（名前、住所、電話番号、メールアドレスな

ど）を、インターネット上に不用意に書き込まない 

□ 他人を傷つけたり嫌な思いをさせたりすることを、インターネット上に書き込ま

ない 

□ インターネット閲覧時に、通知の許可を求められてもむやみに許可しない 

□ インターネット上のファイルには危険なものもあるので、むやみにダウンロード

しない 

 


